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はじめに

⚫ 調整力調達方法の見直しに際し、2021年度から三次調整力②（以下、「三次②」）、2022
年度から三次調整力①（以下、「三次①」） について、需給調整市場を通じた調達を開始。残
る３商品（一次調整力・二次調整力①・二次調整力②） については、2024年度から取引を
開始する予定。

⚫ 一方、取引開始以降、三次①及び②では募集量に対し応札量が不足する傾向が継続しており、
応札された調整力が全量落札されることも少なくない状況。

⚫ 三次①及び②の取引において発生した上記課題は、2024年度に取引が開始される他商品でも
同様に課題となりうる可能性があることも踏まえ、関係各所と連携のうえ、主に（１）価格規律と
（２）調整力調達量の観点から対応策に関する検討を進めてきた。

⚫ 今般、電力・ガス取引監視等委員会（以下、「電取委」）において下記２論点に関する建議が
行われたことを受け、本作業部会においても本内容について検討の上ご報告差し上げる。

➢ 論点１：（１）価格規律の見直しを踏まえた需給調整市場ガイドラインの改定について

➢ 論点２：2024年度に予定される調整力公募から需給調整市場への調整力調達手段の
完全移行（沖縄エリアを除く）を踏まえた、「一般送配電事業者が行う調整力の
公募調達に係る考え方（以下、「調整力ガイドライン」）」の改定について
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（参考）電力・ガス取引監視等委員会における建議

⚫ 制度設計専門会合での整理を踏まえ、「需給調整市場ガイドライン」、及び、「一般送配電事業
者が行う調整力の公募調達に係る考え方」の改定について、経済産業大臣宛てに建議された。

（出所）2023年11月21日 電力・ガス取引監視等委員会プレスリリース 「需給調整市場ガイドライン」の改定等の建議について
添付資料「需給調整市場ガイドライン」及び「一般送配電事業者が行う調整力の公募調達に係る考え方」改定の建議について（抜粋）



論点１．需給調整市場ガイドラインの改定について
論点２．調整力ガイドラインの改定について
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論点１：需給調整市場ガイドラインの改定について

⚫ 需給調整市場おいては、調整力の調達量未達や調達費用の大幅上昇といった課題が生じており、
2024年度には全商品の市場調達が開始されることを踏まえ、効率的な調達のあり方について、関係各
所と見直しを行っているところ。

⚫ そのなか、調整力提供者（発電事業者）から挙がった、需給調整市場への応札インセンティブが低いと
いう意見を始点に、電源Ⅰにおける費用回収、2024年度以降の容量市場等の他市場収益等を踏ま
え、価格規律の見直しの検討を行った。

⚫ その結果、需給調整市場への供出インセンティブのあり方や大きな市場支配力を有する蓋然性の高い
事業者に対して要請する入札価格の規律に関する整理等について、第84回制度設計専門会合以降
議論・検討が続けられ、第90回制度設計専門会合において価格規律の改訂がされることになり、需
給調整市場ガイドラインの改定の方向性について決定した。

⚫ ⊿kW価格の価格規律に関して、逸失利益及び固定マージン（A種：0.33円/⊿kW･30分）を基
本としたうえで、固定マージン以上の費用回収する必要がある電源については、電取委による個別精
査の上価格を定める（B種）※こととした。
※精査に際しては、安定供給の観点からエネ庁・広域機関に助言を求めることとしている。

⚫ kWh価格の価格規律に関して、予約電源・非予約電源のマージンをともに「限界費用× 10%」とす
ることで、kWh価格に予約電源と非予約電源の差を設けず、予約電源への供出インセンティブをΔkW
価格の享受という形で確保することとした。

⚫ 本変更は、発電事業者間の価格平等性を担保しつつ、供出インセンティブのバランスを考慮、調整力の
応札を促すことから、建議の通り需給調整市場ガイドラインを改定することとしてはどうか。2024年4
月頃の改定に向け、新価格規律を意識し応札行動をとることが望ましいと考えられる。
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【参考】価格規律変更の内容
第90回制度設計専門会合
（2023年10月31日）
資料7（赤枠追加）
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【参考】価格規律の議論発生の経緯（１／２）
第81回制度設計専門会合
（2023年1月30日）
資料5（赤枠追加）
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【参考】価格規律の議論発生の経緯（２／２）
第86回制度設計専門会合
（2023年6月27日）
資料8（赤枠追加）
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【参考】需給調整市場への供出インセンティブを踏まえた見直し

⚫ 需給調整市場ガイドライン上では、需給断面を迎えるに当たり、需給調整市場や調整力公募おいて事前に
予約確保した電源等を「予約電源」と定義する。他方で、電源Ⅱや2024年度以降の余力活用契約等で発
動した電源等を「非予約電源」と定義しており、それぞれに価格規律を定めている。

⚫ 現行の価格規律では、経済的判断により非予約電源の優位性が高く、予約電源として需給調整市場に応
札するインセンティブが少ない点や、2024年度以降に向けての課題としてTSOによる調整力の確実調達が挙
げられる点から、制度設計専門会合において、調整力の供出インセンティブが「予約電源＞非予約電源」とな
るよう、需給調整市場の価格規律について見直しが行われた。

第84回制度設計専門会合
（2023年4月25日） 資料9（抜粋）

第84回制度設計専門会合
（2023年4月25日） 資料9（抜粋）
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【参考】調整力ΔkWの価格規律に関する検討（１／３）
第89回 制度設計専門会合
（2023年9月29日）資料7（抜粋）
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【参考】調整力ΔkWの価格規律に関する検討（２／３）
第89回 制度設計専門会合
（2023年9月29日）資料7（赤枠・赤線追加）
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【参考】調整力ΔkWの価格規律に関する検討（３／３）
第90回 制度設計専門会合
（2023年10月31日）
資料7 （抜粋）
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【参考】調整力kWhの価格規律に関する検討
第88回 制度設計専門会合
（2023年8月22日）
資料3 （赤枠追加）



論点１：需給調整市場ガイドラインの改定について
論点２：調整力ガイドラインの改定について
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論点２：調整力ガイドラインの改定について

⚫ 調整力ガイドラインにおいては、主に電源Ⅰ及び電源Ⅱの公募調達を対象として、調整力の調達
の在り方について基本的な考え方を示し、公募調達が公平性かつ透明性を確保した形で円滑に
開始されるよう、公平性・透明性を担保するための考え方、望ましいと考える公募調達の実施方
法等がとりまとめられているところ。

⚫ 2024年度以降、沖縄を除く９エリアにおいては、基本的に需給調整市場を通じて調整力を調達
し、沖縄エリアのみにおいて電源Ⅰ及び電源Ⅱの公募を実施することとなるため、調整力ガイドラ
インを沖縄エリアのみを対象としたものに修正することを、第90回制度設計専門会合を経て
11/21開催の電取委にて建議された。

⚫ 本件改定は、需給調整市場に参加しない沖縄エリアにおいても、引き続き調整力公募の適宜モ
ニタリングを通して、その安定供給を担保する仕組みを維持することを定めるものであることから、建
議の通り調整力ガイドラインを改定することとしてはどうか。
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【参考】調整力ガイドラインの改定について

専門会合の議論スライドを参考挿入

第90回 制度設計専門会合
（2023年10月31日）
資料7 （抜粋）
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（参考）調整力公募から需給調整市場へ

※ ｢電源｣は旧一電電源、新電力電源、DR等

⚫ 周波数を維持し安定供給を実現するため、一般送配電事業者は需要と供給を最終的に一致させる
調整力を確保するという、極めて重要な役割を担っている。そのため、2016年10月より調整力公募を
毎年実施し、周波数維持義務を果たすために必要な調整力をエリア内で確保してきたところ。

⚫ また、2021年4月よりエリアを越えた広域的な調整力の調達・運用と、市場原理による競争活性化・
透明化による調整力コスト低減を図るため、需給調整市場を開設し取引を開始した※。DR事業者や
新電力等の新規事業者も市場に参加し、より効率的で柔軟な需給運用の実現が望まれている。
※2021年度は需給調整市場の商品のうち三次②のみ取引開始。2022年度からは三次①の取引を開始し、他商品は2024年度より導入予定。

需給調整市場創設前 需給調整市場創設後

各エリアの一般送配電事業者が公募により調整
力を調達

一般送配電事業者がエリアを超えて市場から調
整力を調達

一般送配電事業者A

公募

電源A 電源A

一般送配電事業者B

公募

電源B 電源B

一般送配電事業者C

公募

電源C 電源C

電源A

一般送配電事業者C
一般送配電事業者B

一般送配電事業者A

需給調整市場

電源A

電源B

電源B

電源C

電源C

エリアA エリアC

エリアA

エリアB エリアC
エリアB

(調整力公募)

第51回電力・ガス基本政策小委員会
（2022年6月30日）資料5-1より抜粋
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